
日時：2007年8月1日
場所：三田共用会議所
分科会２：平和構築
ファシリテーター：高橋清貴（日本国際ボランティアセンター）
パネリスト：滝崎成樹（外務省総合外交政策局国連政策課長）、宮川学（外務省経済局経済安全保障課長）、村田俊一（UNDP駐日代表）、吉田敦（海外投融資情報財団）、功刀達郎（ICU）
第一議題：天然資源管理からみる紛争
冒頭、JVCの高橋から本議題で議論する背景について次のように述べた。
· 
資源を巡る外交が活発化しており日本も例外ではない。
· 
政府はODAを使って資源を確保することを考えているようだが、資源へのアクセスは人権とも連関する問題であり慎重を要する。
· 
現代紛争の特徴として紛争と経済、特に天然資源を巡る争いがあり、資源管理が重要との認識が高まってきている。
· 
6月の安全保障理事会でベルギー政府がこの問題を提起した。
· 
平和構築委員会の議長国に日本が決まったが、平和構築委員会のスコープとしてこの問題を含めるか否か議論が必要である。
この後、UNDP駐日代表の村田俊一氏、海外投融資情報財団の吉田氏、外務省宮川氏より報告並びに問題提起の発題がなされた。
報告者１　村田俊一・国連開発計画 (UNDP) 駐日代表
· 
平和構築、資源管理において、学者も政府も短期的な視野で考えようとする傾向にあるように思える｡　しかし、歴史的・構造的に地元住民は土地改革や資源分配に関する利権に悩んでいる。紛争を考える上で、こういったminorityであり現地に住み利権の交渉から除外されているグループを資源管理における重要なステークホルダーとして含めることが重要である。この様な紛争は長い歴史的な背景も分析すべきである。
· 
水の紛争などにも見られるように天然資源は紛争の原因となる。現在世界には貧困で喘いでいる人がますます増加している。MDGsで貧富の格差をなくそうとしているが、貧富の差が拡大している。これには、天然資源の利権、土地の所有権の問題が関わっている。世界の中で１１億人が水を飲めない、一ドル以下で暮らしている人が9億8千万人という現実は深刻に受け止めるべき。
· 
特に日本は、天然資源を多く輸入している。日本ほど天然資源を輸入に頼っている国はないといってもいいであろう。日本の天然資源の需要も増えてきているし、これを踏まえて途上国に対する外交戦略を立てないといけない。また、途上国に対する外交戦略の重要性を市民が理解できるような広報活動をすべきである。
· 天然資源による紛争において、貧困、利益分配、支配権問題、財産を持つ人・持たない人、ガバナンスの欠如などの要因も関わってくる。支配権に関する行為主体の利害関係と、貧困や途上国政府のガバナンスが絡む複雑な問題である。最近の学会報告では、国内紛争の要因は経済的要因のみならず、行政サービスが行き届いているかどうかも関係するという研究報告もなされている。
· 事例としてフィリピンのミンダナオ島を見ていく。ミンダナオ島は天然ガス、石油の埋蔵量が多く豊かな地域だが、そこに反政府ゲリラ組織が存在する。ゲリラ組織だけでなく、最近は中国政府もその利権獲得に積極的である。ミンダナオ島が重要な場所である理由としては、統計的に農水資源のみならず、金、石油、天然ガス等の天然資源が豊富なため、資源分配の利害の問題が民族紛争の原因になっているともいえる。しかしその一方、ミンダナオ島の貧困率は50.64%と国内で最も高く、HDI(人間開発指数)も低い。潜在的な不安定要因と豊富な資源が反比例している。紛争の潜在的要因を解決する必要があるが、まず、民族問題などの社会構造と資源を関連させて考える必要がある。特に、様々なアクターが存在しているので、利害関係の変化を見ながら考えていくべきである。
· 資源管理を通して紛争予防につなげるには、なぜその資源なのか、なぜ紛争を助長しているのかプロジェクトを作る際に、紛争要因を構造的に分析し、その問題解決を政策に反映させる必要がある。また、人材育成や先住民族の支援、グッド・ガバナンスのための能力向上なども考慮し、資源管理、紛争管理のために質の良いリーダーを育てる必要がある。
· 日本とUNの役割に関し、UN Systemはこうした問題に関して国際世論を高揚し、リードする必要がある。マルチトラック紛争解決という国連の紛争解決案があるが、このマルチトラックにのっとり、フィリピンの援助会議などのフォーラムを最大限活用することが大事である。日本は紛争後の平和構築に取り組んできているが、こうした提案も積極的にすべきだろう。私自身、ミンダナオ島の金山を管理するカナダの会社との労働問題の交渉をしてきた。日本の役割についてはまだまだ精査・議論の余地がある。
報告者２　吉田敦　財団法人　海外投融資情報財団
· 
アフリカと紛争ダイヤモンドの現在について報告する。アフリカには「貧しい」というイメージがついて回る。しかし、実際は地下資源の豊かな諸国が多数存在し、ダイヤモンドの産出量は、宝飾ダイヤモンドの45%を占める。最近は、カナダやロシアなども産出国となってきたが、依然45%を維持している。石油、天然ガス、レアメタルも産出する。スーダンの石油開発が進み、赤道ギニアでも油田が発見されるなど未発見の資源も多い。なぜ貧しいのかを考えるとき、資源の国内流通過程や国際流通のあり方が問題と浮かび上がってくる。
· 
国連による「紛争ダイヤモンド」の定義は、「正当かつ国際的に認知された政府の打倒を目指し軍事活動を展開する武装勢力の制圧地域で産出され、当該諸国で軍事活動の資金源として利用されるダイヤモンド原石」である。紛争ダイヤモンドが注目されたのは、1998年に国連安保理でアンゴラ政府に対してダイヤモンド禁輸措置の法案が決議され、99年以降NGOを中心にアドボカシーを進めてきたため（「死に至る取引キャンペーン」）。その結果、ダイヤモンド産業界を動かす力となり、2000年に南アフリカでキンバリープロセスが開始された。国際流通問題を変えたNGOの役割は大きい。
· 
キンバリープロセスの枠組みのなかで、2003年キンバリープロセス認証制度(Kimberley Process Certification Scheme)が導入された。これができるまでは原産国がどこであってもダイヤモンドを輸入できた。しかし、KPCSは輸出国に原産地証明書をつけることを義務付けた。KPCSによって、企業が統計数値などを公開し、不透明な部分が明らかになったことに大きな意味がある。しかしKPCSにも、査察に時間がかかること、密輸が行われているなど、制度的にまだ未整備な部分があり、継続的な監視が必要である。
· 
国際流通過程に関して言えば、デビアス社を通して流通されるダイヤモンドは今でも６割を占める。消費される市場は、一位がUSA、二位日本、三位EUである。日本も消費国2位に入っていることに注目すべき。
· 
平和構築のプロセスから見れば、アフリカの社会構造自体を変える取り組みをしないといけない。ダイヤモンドの採掘方法や国内流通過程は、露天掘り鉱夫や小規模会社を底辺とするピラミッド構造的となっている。過程が複雑であり、かつインフォーマルであることも紛争の一因となっている。
· 
「ダイヤモンド開発イニシアチブ」というのがある。インフォーマルな契約をなくし、ダイヤモンド流通で儲けた利益を再分配を制度的に整えること。ダイヤモンド原石の公平な利益分配の実現に向けた開発・制度の構築を目指している。すなわち、「貧困のダイヤモンド」から「開発のダイヤモンド」へということ。この問題は、ダイヤモンド以外の資源においても、グローバル市場とアフリカのインフォーマル部分の結びつきという問題につながる。
· 
日本政府も、アフリカの制度つくりに貢献できるのではないだろうか。アフリカ人は天然資源を自分たちの収益にする意思があるが、政策などの基盤が弱いのが問題である。政府対話によって、日本のプレゼンスを高めることが出来るだろう。
報告者３　宮川学　外務省経済局経済安全保障課長
· 
「Resource curse（資源の呪い）」という問題である。天然資源の取引によって得る利益は、時に紛争の温床になる。つまり、経済発展に役立つ資源があることが、紛争の要因となること、すなわちResource curseである。その背景には、天然資源価格の高騰や資源ナショナリズムの高まり、新興経済国における需要急増、そして共通のルールの欠如などがある。こうした問題に国際社会は取り組み始めている。これらの取り組みをまとめる共通のルールをつくることが課題である。
· 
「資源と紛争」についての国際社会の議論として、国連安保理公開討論においてのベルギー作成コンセプト・ペーパーが出された。また、ドイツのG8ハイゲンダム・サミットの首脳文書でも「天然資源に関する責任：透明性および持続可能な成長」が盛り込まれ、国際エネルギー機関閣僚理事会でも資源価格の高騰と解決策に関する議論が行われ「閣僚コミュニケ」が出された。
· 
こうした議論の成果として、資源の種類、生産国、消費国、輸送経路、投資環境等の多様な問題背景への対応。資源の透明性確保、投資環境の整備、輸送経路の安全確保、これに関する国際的な了解、共通のルールを考えることが必要である。
· 安保理の公開討論では、資源と紛争問題に関する安保理の役割の明確化が議論されている。日本は、既存の取り組みを活かしつつ、国連ならではの活動を一層推進することを表明した。
· 
国連はアフリカにおける紛争予防を中心に、紛争ダイヤモンド、森林違法伐採等の分野での実績を生かしながら国際組織と協力し、資源国における平和維持活動、KPなどの制度を整える、取引によって生じる利益が一部の関係者のものにならないように、収支を対外的に公表する採取産業透明性initiative（EITI）を支持すること、そしてOECDの民間部門のための指針づくりの役割を重視すること等に積極的に取り組むことを確認した。
· 
安保理が資源と紛争のような経済社会問題と政治が互いに影響しあう問題をとりあげたことは注目に値する。また、気候変動問題についても取り上げた。こうした動きは心強いものである。
· 
G8サミットでは、天然資源を包括的にとりあげ、生産国及び消費国両方に責任ある行動を呼びかける予定。キンバリー・プロセス、EITIなど国連安保理で取り上げられた問題がG8サミットにおいて議論され、安保理であまり議論にならなかったWTOルール遵守問題もG8サミットで取り上げている。
· 
IEA閣僚理事会では、資源価格の高騰、資源ナショナリズムの再台頭に焦点をあてている。日本はこれに対し生産国における設備環境の整備、新興経済諸国における秩序ある資源輸入の重要性について発言した。「閣僚コミュニケ」では、原油・天然ガスのエネルギー安全保障の強化、エネルギーと貧困の闘い、非加盟国との対話、市場の透明性、データの重要性などについて述べている。
· 
わが国の取り組みとしては、国連を通じた取り組みを重視。安保理で取り上げる事項を選択しつつ、制裁のアプローチから開発への転換タイミングを確かなものにする議論をする。例えば、リベリアの森林改革、キンバリープロセス参加や対リベリア制裁解除など。効果的な制裁の手段を選択する工夫、平和構築委員会の役割についても議論を深める必要がある。
· 
経済社会理事会では、資源と開発に関する作業の議論であり、紛争後の国における輸出部門の多様化、透明性及び良い統治(Good Governance)の向上、搾取産業透明性イニシアティブEITIへの参加・強化、キンバリープロセスの維持・強化、ピア・レビュー・ミッションによる実施の確認など。
· 
天然資源に関する様々な認証制度の運用に関する問題として、G8サミットにおいてドイツは天然資源認証制度に関する国際的な共通のルールを作成することを提案した。天然資源に関する認証制度として、キンバリー・プロセス（ダイヤモンド）だけでなく、国際的に共通したルールをつくることができれば魅力的である。
· 
その一方で、既存するイニシアティブに多様性があることを認識している。例えば、ベルギーが作成したコンセプト・ペーパーは大きく４つの目的毎に分類できる。したがって、それぞれの目的、特性に応じて検討することが合理的であろう。
· 
最後に、「資源ナショナリズム」の復興への対処の問題がある。紛争ダイヤモンドの外国での需要の高まり、鉱物や天然ガスなどの世界的な需要による天然資源の価格高騰などが背景にある。また、これに中国・インドの経済成長が背景にあり、成長を支えるための資源への需要がある。したがって、資源のあるロシアや中南米の資源国政府が資源をコントロールしようとしている。これらに対して対応を考えるだけではなく、消費国の需要を減らすことや、資源国が考慮してルールをつくるなど、資源国と消費国双方が責任ある行動をとることが大切。これらを国際的に共通したルールにしていくことが重要な取り組みである。そのため、まず安保理がこうした取り組みを把握するのは意味があり、それによって唯一の国際枠組みである安保理が紛争を解決していくことに役立つのではないか。
上記、3名の報告を受けて、意見交換の口火を切る形で、まずICUの功刀氏から以下のコメントを受けた。
コメンテーター　功刀達郎　国際基督教大学教授
· 
天然資源紛争には国・軍隊の二アクターだけでなく、UNなどの国際組織、企業、global witnessなどのNGO・市民などさまざまなアクターが関わっている。企業・市民社会グループがどういう役割を果たすかについては国連安保理で議論されたが、もうひとつの重要なアクターにマスメディアがある。紛争ダイヤモンドに関して、「婚約指輪を買うまえ。それは“血のダイヤモンド”ではありませんか」という広告が出て、人々の関心を高めた。さまざまなアクターが役割を果たすことが重要だ。
· 様々なアクターが関わることにより、事態の悪化をくいとめることが必要である。つまり、グッド・プラクティスと責任の問題を追求することである。説明責任を負うことにより、自分のやったことを確認し、社会に迷惑をかけないようにすることが重要。そういう市民性（Citizenship）の問題。
以上の三つの報告とひとつのコメントを受けて、以下のように意見交換が行われた。
· 
人材育成（人づくり）：日本はかなりの技術協力をしてきたが、それがあまり知られていない。例えば、リベリアの交番システムや東チモールでの技術協力など。現在はガバナンスに関する支援に向かってきている。日本のODAとして、人材育成や技術協力に関してあまり触れられておらず、インフラ中心のイメージが先行している。長いスパンで地味な活動なので知られていない。日本は、人材派遣のリーダーシップを問われることになるであろう。日本の行う方法としては、専門家を派遣して人材育成すること、そして第三国研修などがある。分野は軍関係以外はカバーしている。製造、農業、国づくり、治安維持、法整備、警察整備などで技術協力を行っている。
· 
情報共有：情報を収集して分析するのは難しいし、定期的に入ってこない。例えば、フィリピンで、JICAはミンダナオに天然ガスが相当埋蔵していることは知っていたが、予防措置のための分析がなされたかが問題だ。つまり、警鐘を鳴らしていたかということ。日本は入ってくる情報が極端に少ない。行動を起こすにも、起こしにくいのが現状である。したがってNGOも欧米にくらべて精力的に出来ていないのだろう。アフリカの存在感が増すなかで、情報を整理し、分析する調査機関が必要。アジア研究だけでなく、アフリカに特化した調査研究機関が必要だろう。
· 
日本のソフトパワー：日本は他のアジア諸国から憧れの国である。この日本の魅力を失わず、外国の優秀な人間に永住権をあえるような立案はないのかという提起に対しては、外務省だけの問題ではなく社会的問題であるため、国民に対して賛否を聞く必要があるとした上で、これまでも優秀な人材を日本に招き、技術を学んで帰ってもらう技術協力を行ってきたし、留学生を増やすこともソフトパワーを増やす一つの方法である。
· 
コンディショナリティについて：これまで日本は支援に政治的なものはないといったスタンスであったが、中国など新興国経済の出現があり、彼らの行動をどう責任あるものにしていくために、ODAに人権といったコンディショナリティを付与すべきではないのかといった意見に対して、中国のODAに不透明な部分が多くあることを認め、日本は中国との二国間関係を深めつつ、問題を提起したり、国際会議の場でも問題提起を行っている。資源が必要なのであれば、資源を効率的に使うようにと、日本は提案していく。それにかかる人材の派遣などを、国際機関を通じてすることが必要だろう。
· 
企業のCSRについて：会社の企業活動において環境の面を注意しないと責められるようになってきた。企業がどう動くかが極めて重要であり、会社が企業活動の中でHIVなどの活動を行い、それを地域活動やビジネスにしていく努力が必要だろう。特に、資源搾取企業は「短期的解決（quick fix）」でなく、長期的な地域貢献をすべきだ。政府からもCSRについて提案が出ている。EITIの関係者が守るべきものとしてCSRがある。資源国が悪いのではなく、資源を掘った側が資源をどう使っているかを公表することがCSRの一部となっている。OECDも多国籍企業コード指針で広くCSRを求めている。これらのガイドラインをきちんと守る事が大事だし、さらに発展させる必要がある。
· 
制裁アプローチ：資源と開発の結びつきを見るとき、企業の果たす役割が重要になってくる。制裁アプローチを企業まで含めて議論すべきである。途上国、資源国のガバナンスだけでなく、先進国や多国籍企業にも原因があるからだ。CSRという自主的取り組みだけではなく、何らかの強制的手段が必要だろう。それに関して言えば、リベリアはキンバリー・プロセスへの参加を批准したが、それは制裁解除したからである。こういう事例を増やしていくことが重要であろう。
· 
南アフリカのアパルトヘイトのときも制裁を行った。制裁によって事態が進展した南アフリカのようなケースは珍しい。また、リベリアの場合、大統領が元UNDPの職員でもあった。シエラレオネの大統領も元国連職員であった。そういう意味でリーダーシップはとても重要。日本政府もそういった人たちにフォーラムなどを通して、議論に参加できる場を与えることが大切であろう。
· 
リーダーシップの育成：紛争解決・平和構築過程の一環として教育機関を整備し、教育者を育成するのは良いアプローチである。しかし、予算配分の問題があり、全予算を注ぎ込むことはできない。外部資金ですべてを面倒みることも必ずしもよいことではない。いずれにしても、必要なところに注ぎ込める資金（ODA）の確保が重要だ。
· 
安保理で扱うことの妥当性：伝統的に安保理には、何でも問題を取り上げることが出来るのかという問いかけがあり、各国で意見が分かれている。確かに安保理が全ての課題を取り上げることはできないが、紛争が関係する事柄であれば取り上げることが出来ると考える。それがキンバリー・プロセスであり、コートジボワールがその事例だ。キンバリー・プロセスを進めていけば経済制裁につながるからだ。また、政策アプローチから開発アプローチへの転換が言われているが、実際は難しい。富の分配が上層部だけになる可能性があるからだ。能力構築が大切だと言っても、実際には紛争国への支援は食料など基礎的なものになってしまう傾向がある。したがって、資源が平等に分配されるようにするにはどうするか。そのために果たす日本の役割は何かを考えるのが大切である。
第二議題　平和構築委員会
引き続き、第二議題に関し、外務省の滝崎課長から報告を受けた後、ICUの功刀氏からコメントをもらい、論点を整理し、参加者の間で平和構築委員会の進捗状況に関し情報を共有した。
報告者４　滝崎成樹　外務省総合外交政策局国連政策課長
· 
平和構築委員会について：日本は、存在感を示すこと、安保理との関係性を築くことをねらいとしてきた。手続き法則をつくると、議論が柔軟でなくなるので、そうはしない。また、平和構築委員会と平和構築基金ができたので、その効率的使用について議論し、シエラレオネなど議論となっている国々に分配し、今後は対象国を増やすことが必要である。
· 
日本は何をすべきか：シエラレオネとの関係を強めたい。関係者との連携強化、広報の強化などを行っている。また、国内に対して、各種セミナーで平和構築委員会をとりあげるなどして、国民の意識高めることが重要である。
· 
人材育成に関して、今年は麻生大臣の「寺子屋」構想のパイロット年であり、今のところ順調である。
報告者５　功刀達郎　国際基督教大学教授
· 
NYでAcademic Council of UN Systemに関する会議があり、そこで質問したのは①日本のmandateはpreventionの視点からしたほうがよいのではないか、②企業責任に関して、の二つであった。前者に対する回答は、mandateを広げることは難しい、サポートユニットは資金がないのでファンドが拡張しない限り難しいという回答を得た。
· 
日本は平和構築委員会の議長国であるが、それは安保理に入るのに有利になるため、という見方をされている。外交政策では、外部に対する印象は大事である。国家安全保障と人間安全保障に加え、日本の安全保障の危険性を考えることも大切だろう。それができないと人間安全保障は長期的に見て出来ないだろうし、日本の外交の貧しさを示すことになるだろう。
以上


